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移行時運営安定化事業（案）について     

 
平成２１年８月２６日 京都府障害者支援課  

 
 移行時運営安定化事業については、厚生労働省から正式な事務処理要領は発

出されておりませんが、厚生労働省からの情報等による現段階の概要は、以下

のとおりですので、お知らせします。 
   今後、国の正式な通知の発出等により変更されることがありますので予めご

了承ください。 
 
＜事業の概要＞ 
Ⅰ事業の趣旨 
○旧法施設が新体系サービスに移行すると、報酬が旧法施設時代の実績を下回ることがある。 
 
○既に９割保障（特別対策）を受けている旧法施設の場合、新体系サービスに移行しても引

き続き、移行前の水準を確保することができる。 
しかし、移行前に９割保障を受けていない施設の場合、９割保障を受けることになる水準

まで、収入が低下する場合がある。 
 

○このような場合に、従前の旧法施設の収入まで保障する。（差額を加算） 
 
 
＜具体的には＞ 
（１）平成 21 年５月以降に新体系サービスに移行した場合「新体系サービスに移行した月

の前月の旧法施設の報酬実績額」と、「移行した後の報酬実績額」の差額を保障 
 
（２）平成 21 年４月以前に新体系サービスに移行した場合「新体系サービスに移行した月

の前月の実利用者数で平成 21 年４月以降の旧法施設の報酬を算出した額」と、「移行

した後の報酬実績の額」の差額を保障 
 
※イメージ図は、次ページのとおり。 



 - 2 -

 

 
Ⅱ対象となる施設 
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Ⅲ事業開始時期 
請求開始時期平成 21 年 10 月サービス提供分から 

Ⅳ移行時運営安定化事業の助成額の算定 

 
 
１旧法施設が新体系へ移行した場合 

 
① 補正した額 

新体系移行前月の実利用者で平成２１年４月以降の特定旧法指定施設に係る報酬を算出した額 

② 新体系移行前月の給付単位数 

新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費の「給付単位数」の合計額

③ 新体系移行後の各月給付単位数 

新体系移行後の各月の当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費の「給付単位数」の合計額 

④ 新体系実利用延べ日数 

新体系移行後における１月間の利用者の利用日数の合計数 

⑤ １単位の単価 

厚生労働大臣が定める１単位の単価 
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① 補正した額 

新体系移行前月の実利用者で平成２１年４月以降の特定旧法指定施設に係る報酬を算出した額 

② 新体系移行前月の給付単位数 

新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費の「給付単位数」の合計

額 

③ ９割保障を算定する際の保障単位数 

事業運営安定化事業の「旧体系における激変緩和措置（90％保障）の助成をうけていない場合」に算出す

る旧体系における保障単位数のこと。 

・ ９割保障を算定する際の保障単位数＝助成算定基準単位数＋加算給付単位数 

→助成算定基準単位数＝｛（「平成 18 年 3 月の実利用者数×30.4or22 日×90％」×「改定前の区分Ａ単位」）

－（「新体系移行前月の実利用延べ日数」×「新体系移行前  月の区分Ａ単位」）｝×0.9（給付率）＋「新

体系移行前月の基本報酬単位数（各種加算を除いたもの）」 

→加算給付単位数＝新体系移行前月における１月間の加算給付単位数 

④ 新体系実利用延べ日数 

新体系移行後における１月間の利用者の利用日数の合計数 

⑤ １単位の単価 

厚生労働大臣が定める１単位の単価 
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